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職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者

供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件（案）に関する意見募集の

結果について 

 

令和６年 10月 11日 

厚生労働省 

職業安定局需給調整事業課 

 

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働

者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件（案）について、令和６

年８月 21日（水）から同年９月 20日（金）まで御意見を募集したところ、63件の御意見をいただきました。 

お寄せいただいた御意見の要旨とそれに対する考え方について、内容により分類し、以下のとおり取りまとめましたの

で、公表いたします。 

皆様の御協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも厚生労働行政の推進に御協力いただきますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 

No. 案に対する御意見の要旨 御意見に対する厚生労働省の考え方 

１ 

お祝い金は、求人を出した企業から受け取る仲介手

数料の中から求職者に対して支払われるいわばキ

ックバックのようなものだと理解しているが、公平

な競争を阻害するものであるから禁止とすること

に賛成。しかしながら、お祝い金を禁止しても、罰

則等がない、あるいは軽い場合、お祝い金を出し続

ける企業もあるであろう。ルールをキチンと守る事

本案に賛成の御意見として承ります。 

事業者に対する周知や都道府県労働局による指

導監督等を通じ、より良く機能する労働市場づ

くりに向け取り組んでまいります。 

なお、募集情報等提供事業者による金銭等提供

を禁止する本指針改正と併せて、既に本指針に

規定されている職業紹介事業者から求職者への
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業者のみが損をしないよう、数千万円単位での罰金

や有料職業紹介事業の許認可の取り消しなど、実効

力のある罰則も設けてほしい。 

金銭等提供禁止及び就職後２年間の転職勧奨禁

止について、職業紹介事業の許可条件とするこ

ととしています。これにより、当該禁止事項に対

する違反が継続・反復する場合は、許可取消の対

象になります。こうした取組により、職業紹介事

業に対する規制について更なる実効性を確保す

ることとしております。 

２ 

「募集情報等提供事業者による金銭等提供の禁止

について」 

本件改正に関して賛同する。 

デジタル技術の発展に伴って、さまざまな形態の雇

用仲介事業者が出現し、外形的に職業紹介事業に極

めて近似した内容のサービスも多数ある中で、求人

者・求職者から見て、その区分が非常に見分け難い

状況にある。 

「まだ、職業紹介事業者がお祝い金を支払ってい

る」と、求人者等から未だに多数の苦言が多数呈さ

れているが、よく確認すると、その殆どは求職者情

報を収集する特定募集情報等提供事業者等による

ものであった。 

本来的には、いかなる雇用仲介事業も、サービスの

内容や質によって、求人者・求職者から評価される

べきものあり、お祝い金の禁止が募集情報等提供事

業者等に拡大することは望ましいことであるとと

本案に賛成の御意見として承ります。 
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もに、近似したサービス間の諸規制のイコール・フ

ッティングの観点からも望ましいものと考える。 

求人者の人材確保に貢献する事業としては、目先の

お祝い金による競争ではなく、提供する情報の信頼

性や希望に答える事業展開の質で競争していただ

くことが必要だと考える。 

３ 

「職業紹介事業及び募集情報等提供事業の利用料

金・違約金明示について」 

本件改正に関して賛同する。 

いかなる雇用仲介事業等においても、当事者間の契

約条件はサービス提供開始前に行うべきものと考

える。 

職業紹介事業者や成功報酬型の特定募集情報等提

供事業者等は、求人者や職業紹介事業者との契約条

件の中で、提供した求職者情報を利用して、当該求

職者が採用に至った場合に、一定期間は紹介手数料

や募集情報等提供事業の成功報酬等を収受する仕

組みとしているが、契約条件の中には、情報提供後

の拘束期間が 2 年間という長期のものも見受けら

れ、憲法に定められた「職業選択の自由」をも阻害

しかねないものであることから、一定の歯止め（期

間制限）が必要と考える。 

以上の点を踏まえた、更なる指針等の改正について

も、今後ご検討いただきたい。 

本案に賛成の御意見として承ります。 

引き続き、事業者に対する周知や都道府県労働

局による指導監督等を通じ、より良く機能する

労働市場づくりに向け取り組んでまいります。 
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４ 

適正な運営を行っている事業者への萎縮効果が生

じないように、「お祝い金」禁止に該当する・しない

の基準および具体的なケースを示していただきた

い。また、「社会通念上相当と認められる程度」につ

いて、具体的な金額その他の基準はあるのか。ある

場合、その水準はどのようなものか。 

 

今般の措置の趣旨（金銭等の誘引により、労働市

場における適正な需給調整機能の発揮に支障が

生じないようにすること）に照らし、下記①及び

②については、これに該当しないことを職業安

定局長通達である募集情報等提供事業の業務運

営要領に記載する予定です。 

①提供するサービスの質の向上を図るため、サ

ービス利用者からアンケート等への回答を求め

る場合であって、回答者全てに対してではなく、

抽選による少数者に対して、500円程度の電子ギ

フト券等を提供するもの。 

②イベント来場者を確保するため、転職フェア

への来場及びブース訪問者に対して、500円程度

の電子ギフト券等を提供するもの。（求人サイト

への登録の対価として提供されるものを除く。） 

「社会通念上相当と認められる程度」に係る判

断については、これまでの職業紹介事業におけ

る金銭等提供の禁止に係る判断方法（総合判断）

を踏襲することになります。すなわち、提供され

る金銭等の趣旨だけでなく、額や経済価値、提供

手法、その有する離転職誘引効果、料金請求等に

係るトラブルが生じやすい又は生じてきた形態

かどうかなど、労働市場への影響にかんがみ、総

合判断することとなります。 
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５ 

一口に「募集情報等提供事業者」と言っても、その

サービス内容・料金形態は幅広く、中でも（成功報

酬型ではなく）求人媒体への掲載料のみを受領する

形態のサービスについては、今回の改正の趣旨は妥

当しないと考えられるため、規制の対象を一概に

「募集情報等提供事業者」とするのではなく、「募集

情報等提供事業者（成功報酬型の料金形態を採用す

るもの（求人の閲覧件数や応募件数によって料金が

変わるものを含む）に限る）」といった形で限定して

いただきたい。 

・すなわち、募集情報等提供事業者としては、自社

媒体を通じた応募を確保するため、インセンティブ

を用意する必要がある。「掲載料のみ」形態の募集情

報等提供事業が応募等に対して金銭等を提供する

のは上記のような目的によるものであり、離転職の

誘引という目的はない。 

・また、成功報酬型でない以上、求人者への多重請

求という問題も生じない。 

・さらに、特に「掲載料のみ」形態の場合において

は上述の通り「離転職の誘引」という目的がなく、

成功報酬型と異なり「お祝い金が発生する場合には

必ず成功報酬も発生する」というモデルでもないた

め、お祝い金が料金の高額化につながっているとい

う指摘は当たらない。 

募集情報等提供事業者が労働者に対して行う金

銭等の提供については、その趣旨・目的・態様は

様々なものがあるとしても、労働市場に与える

影響という観点から見ると、課金形態に依らず、

労働者の行動選択に影響を与え、金銭等の誘因

による離転職や求人側の負担など、適正な労働

力需給調整機能への望ましくない影響があると

考えております。労働者になろうとする者に対

する募集情報等提供事業の利用の勧奨について

は、労働者になろうとする者が希望する地域に

おいてその能力に適合する職業に就くことがで

きるよう、募集情報等提供事業の質を向上させ、

これを訴求することによって行うべきものであ

り、労働者になろうとする者に対して金銭等を

提供することにより募集情報等提供事業の利用

の勧奨を行うことが好ましくないことは、成功

報酬型以外の募集情報等提供事業についても当

てはまるものと考えております。 
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したがって、募集情報等提供事業者のうち、求人者

から掲載料のみを受領する形態の事業者について

は、今回の「お祝い金」規制の対象外とするべきで

ある。 

６ 

○ 募集情報等提供事業者による金銭等提供の禁止 

当改正に関しては、求人者・求職者から見て職業紹

介との区別がつきにくくなっている環境下におい

て、職業紹介のみを規制しても、規制の趣旨におい

て実効性を伴うことが難しくなっていると考えて

いた。ユーザーにとっても、事業者にとっても適切

なサービスを受け、提供できることを第一と考えた

際には、適切であると考える。 

本案に賛成の御意見として承ります。 

７ 

○ 職業紹介事業及び募集情報等提供事業の利用料

金・違約金明示 

当改正については、ユーザー、特に求人者にとって

のわかりやすさが重要であるという点には、同意す

る。募集情報等提供事業者でのトラブルが増えてい

るという点も共有されていたが、実際に耳にした例

もあるので、事前の説明、明示という点は努力すべ

きであると考える。 

本案に賛成の御意見として承ります。 

 

８ 

成功報酬型求人サイトは安価で初期投資費用が不

要などの利点があり、長年活用。本規制案で募集情

報等提供事業者によるお祝い金等が一律禁止され

ると、成果報酬型求人サイトのサービス価格が上が

募集情報等提供事業における労働者への金銭等

提供の原則禁止は、金銭等の提供が誘引となっ

て、労働者の離転職及び求人側に事業者へのサ

ービス利用料金の支払い負担が残されるといっ
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る可能性があるようであり、採用費が上がるような

規制は避けていただきたく、転職を誘引しないと考

えられる金額（例えば１万円など）を例外とするな

どしてほしい。 

た問題のほか、いわゆる「成功報酬型（採用課金

型）」を採る事業者の中に、金銭提供によって労

働者が事業者に採用報告するインセンティブを

喚起し、もって求人側からの料金徴収漏れを防

止しようとするものがあるところ、金銭等が伴

うことで過度の報告インセンティブが生じ、労

働者からその利用する複数の募集情報等提供事

業者に採用決定の報告がされ、求人側が当該複

数の募集情報等提供事業者から成功報酬の請求

を受けること等に伴うトラブル（求人側が当該

採用と関係があるとの認識がない事業者からも

請求される等。高額な違約金請求に至るケース

も見られる）が発生していること等を踏まえ、講

ずることとしたものです。 

請求トラブルや、早期離職に伴う問題により、採

用コストの負担に苦慮する求人側が安心して雇

用仲介業を利用できない状況は、労働市場にと

って重大な問題だと認識しており、成功報酬型

（採用課金型）のサービスなど募集情報等提供

事業を安心して利用できるようにするために、

必要な措置だと考えております。 

労働者への金銭提供に拠らずに、成功報酬型（採

用課金型）のサービスを行う募集情報等提供事

業者は多くあり、求人側の不備・不正の防止を含
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めた様々な徴収確保策の下、特段高いサービス

価格とならずに、成功報酬型（採用課金型）で事

業を行っているものと認識しております。今般

の措置による規制対象とするのは、募集情報等

提供事業における労働者への金銭等の提供行為

であり、今般の措置によって、労働者への金銭等

の提供を伴わない形で行われる成功報酬型（採

用課金型）のサービス提供自体を禁止等するも

のではありません。 

９ 

広告会社は実質的に紹介しているにもかかわらず、

数日で退職した方でも料金を請求してくる。事業者

としては納得しがたいところもあり、以前のように

広告なら純粋に広告のみで料金を請求すべきだと

考える。広告会社や紹介会社に手数料を支払うくら

いなら採用した社員の方に支払いたいというのが

事業所の気持ちだと思う。 

今回の規制に関しては賛成すると同時にもう少し

厳しい制限を設定しても良いのではないかと感じ

ている。 

本案に賛成の御意見として承ります。 

引き続き、事業者に対する周知や都道府県労働

局による指導監督等を通じ、より良く機能する

労働市場づくりに向け取り組んでまいります。 
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入社者の 33％が採用課金型求人サイトを利用して

いる。これの意味するところは、1／３の採用人数が

一律に「掛捨て型課金」「人材紹介」に移行するとい

うことであり、非効率な採用方法を行政に強いられ

ることになる。医療介護保育の採用について丹念な

募集情報等提供事業における労働者への金銭等

提供の原則禁止は、金銭等の提供が誘引となっ

て、労働者の離転職及び求人側に事業者へのサ

ービス利用料金の支払い負担が残されるといっ

た問題のほか、いわゆる「成功報酬型（採用課金
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調査があったとは到底考えられない。 型）」を採る事業者の中に、金銭提供によって労

働者が事業者に採用報告するインセンティブを

喚起し、もって求人側からの料金徴収漏れを防

止しようとするものがあるところ、金銭等が伴

うことで過度の報告インセンティブが生じ、労

働者からその利用する複数の募集情報等提供事

業者に採用決定の報告がされ、求人側が当該複

数の募集情報等提供事業者から成功報酬の請求

を受けること等に伴うトラブル（求人側が当該

採用と関係があるとの認識がない事業者からも

請求される等。高額な違約金請求に至るケース

も見られる）が発生していること等を踏まえ、講

ずることとしたものです。 

請求トラブルや、早期離職に伴う問題により、採

用コストの負担に苦慮する求人側が安心して雇

用仲介業を利用できない状況は、労働市場にと

って重大な問題だと認識しており、成功報酬型

（採用課金型）のサービスなど募集情報等提供

事業を安心して利用できるようにするために、

必要な措置だと考えております。 

労働者への金銭提供に拠らずに、成功報酬型（採

用課金型）のサービスを行う募集情報等提供事

業者は多くあり、求人側の不備・不正の防止を含

めた様々な徴収確保策の下、特段高いサービス
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価格とならずに、成功報酬型（採用課金型）で事

業を行っているものと認識しております。今般

の措置による規制対象とするのは、募集情報等

提供事業における労働者への金銭等の提供行為

であり、今般の措置によって、労働者への金銭等

の提供を伴わない形で行われる成功報酬型（採

用課金型）のサービス提供自体を禁止等するも

のではありません。 

11 

人件費高騰も合わさり適正な運営をする中で採用

課金媒体にて求職者へ金銭を提供することはやむ

を得ないかと思われます。よって紹介会社を除き媒

体社での金銭提供を禁止する規定に反対いたしま

す。 

募集情報等提供事業における労働者への金銭等

提供の原則禁止は、金銭等の提供が誘引となっ

て、労働者の離転職及び求人側に事業者へのサ

ービス利用料金の支払い負担が残されるといっ

た問題のほか、いわゆる「成功報酬型（採用課金

型）」を採る事業者の中に、金銭提供によって労

働者が事業者に採用報告するインセンティブを

喚起し、もって求人側からの料金徴収漏れを防

止しようとするものがあるところ、金銭等が伴

うことで過度の報告インセンティブが生じ、労

働者からその利用する複数の募集情報等提供事

業者に採用決定の報告がされ、求人側が当該複

数の募集情報等提供事業者から成功報酬の請求

を受けること等に伴うトラブル（求人側が当該

採用と関係があるとの認識がない事業者からも

請求される等。高額な違約金請求に至るケース
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も見られる）が発生していること等を踏まえ、講

ずることとしたものです。 

請求トラブルや、早期離職に伴う問題により、採

用コストの負担に苦慮する求人側が安心して雇

用仲介業を利用できない状況は、労働市場にと

って重大な問題だと認識しており、成功報酬型

（採用課金型）のサービスなど募集情報等提供

事業を安心して利用できるようにするために、

必要な措置だと考えております。 

労働者への金銭提供に拠らずに、成功報酬型（採

用課金型）のサービスを行う募集情報等提供事

業者は多くあり、求人側の不備・不正の防止を含

めた様々な徴収確保策の下、特段高いサービス

価格とならずに、成功報酬型（採用課金型）で事

業を行っているものと認識しております。今般

の措置による規制対象とするのは、募集情報等

提供事業における労働者への金銭等の提供行為

であり、今般の措置によって、労働者への金銭等

の提供を伴わない形で行われる成功報酬型（採

用課金型）のサービス提供自体を禁止等するも

のではありません。 

12 

お祝い金は応募するキッカケであるため、その行為

に制限を設ける改定は納得できない。 

 

募集情報等提供事業における労働者への金銭等

提供の原則禁止は、金銭等の提供が誘引となっ

て、労働者の離転職及び求人側に事業者へのサ



 

12 

 

ービス利用料金の支払い負担が残されるといっ

た問題のほか、いわゆる「成功報酬型（採用課金

型）」を採る事業者の中に、金銭提供によって労

働者が事業者に採用報告するインセンティブを

喚起し、もって求人側からの料金徴収漏れを防

止しようとするものがあるところ、金銭等が伴

うことで過度の報告インセンティブが生じ、労

働者からその利用する複数の募集情報等提供事

業者に採用決定の報告がされ、求人側が当該複

数の募集情報等提供事業者から成功報酬の請求

を受けること等に伴うトラブル（求人側が当該

採用と関係があるとの認識がない事業者からも

請求される等。高額な違約金請求に至るケース

も見られる）が発生していること等を踏まえ、講

ずることとしたものです。 

請求トラブルや、早期離職に伴う問題により、採

用コストの負担に苦慮する求人側が安心して雇

用仲介業を利用できない状況は、労働市場にと

って重大な問題だと認識しており、成功報酬型

（採用課金型）のサービスなど募集情報等提供

事業を安心して利用できるようにするために、

必要な措置だと考えております。 

労働者への金銭提供に拠らずに、成功報酬型（採

用課金型）のサービスを行う募集情報等提供事
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業者は多くあり、求人側の不備・不正の防止を含

めた様々な徴収確保策の下、特段高いサービス

価格とならずに、成功報酬型（採用課金型）で事

業を行っているものと認識しております。今般

の措置による規制対象とするのは、募集情報等

提供事業における労働者への金銭等の提供行為

であり、今般の措置によって、労働者への金銭等

の提供を伴わない形で行われる成功報酬型（採

用課金型）のサービス提供自体を禁止等するも

のではありません。 

雇用仲介業は、労働力の需給調整機関であり、そ

の本来の役割は、求人側から良い勤務条件を提

示してもらい、そうした職に労働者が就けるよ

うにするものです。このため、入社時のボーナス

なども含め、賃金面などで労働者にとって魅力

ある条件を提示できる募集主を確保いただくこ

とは、引き続き可能であり、期待されるところで

すが、仲介機関である事業者が金銭等を提供す

ることについては、上記のような、労働市場にお

いて生じている問題にかんがみ規制するもので

す。 

13 

ハローワークという公的機関の更なる充実化を図

るとともに、紹介会社の利益ではなく、求職者と事

業者の2者が満足いくような制度設計を検討して頂

本案に賛成の御意見として承ります。 

今般の措置では本指針の改正等に加え、ハロー

ワークの機能強化（医療・介護・保育分野等での
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きたい。 

○募集情報等提供事業者による金銭等提供の禁止

について 

本来の職業紹介の趣旨を踏まえた大変有効な措置

だと考える。適切な制限を設け、労働者や事業者に

不利益が生じないよう、過剰な競争原理が働かない

ようにする今回の措置に賛同する。 

○職業紹介事業及び募集情報等提供事業の利用料

金・違約金明示について 

予め契約内容の全てに関して、双方の合意が必要な

ことを踏まえると、ごく当然の処置。ただし、根本

的な問題は、違約金期間の定めが１ヵ月や数週間な

どと短い紹介会社が多いことであり、利用料金や違

約金の明示ということだけに留めることは不十分

だと考える。 

上記をふまえ、今回の法改正を行うことにより、少

なからず労働者と求人者のミスマッチは改善され

るかとは思うが、まだまだ不十分であり、今後の更

なる制度改正に期待する。 

人材確保を支援する専門窓口の体制整備、ハロ

ーワークインターネットサービスの操作性の改

善などオンラインサービスの充実、求人充足と

職場定着のための雇用管理改善の支援等）を行

い、公的部門における更なる職業紹介機能の強

化を図ります。 

引き続き、事業者に対する周知や都道府県労働

局による指導監督等を通じ、より良く機能する

労働市場づくりに向け取り組んでまいります。 

14 

労働政策審議会では、利用者である介護事業者への

実情のヒアリングが実施されていないように見受

けられる。介護事業者の採用動向に影響を与える規

制が、十分な審議を得ないまま不十分な状態で進め

られていることは極めて遺憾。是非、再検討される

募集情報等提供事業については、令和４年の法

改正による一部届出制の導入や事業概況報告書

の提出など、その担う労働力需給調整機能や労

働市場への影響等を踏まえた対応を求める中

で、また、都道府県労働局における相談対応等を
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ようお願いしたい。 通じ、様々なビジネスモデルや労働者への金銭

提供の実態、求人者・求職者への影響等について

把握しており、これらを整理し、議論に供してい

ます。公益代表・労働者代表・使用者代表から構

成される労働政策審議会では、提出資料等も踏

まえ、全体状況や個々の論点を十分把握・承知し

た上で幅広い見地から議論・検討を行い、本件措

置を含む追加的対応策をとりまとめたところで

す。 

15 

改正の内容に賛成。 

さらに、学校での就活ガイダンスや就職後の成功報

酬など新卒者の採用に人材会社が関与する例もあ

り、それに対する規制も必要だと考える。 

本案に賛成の御意見として承ります。 

引き続き、事業者に対する周知や都道府県労働

局による指導監督等を通じ、より良く機能する

労働市場づくりに向け取り組んでまいります。 

16 

限られた介護報酬のなかからその経費を賄わなけ

ればならないことを踏まえれば、適切な規制のもと

で適正に紹介手続きがされることが大変重要であ

ると感じる。必要な情報の見える化やお祝い金の禁

止等、現在検討されている規制強化についてつつが

なく推進されるよう希望する。 

本案に賛成の御意見として承ります。 

 

17  

お祝い金について、これがあるおかげでハローワー

クではなく紹介会社や派遣会社に登録した方が得

だということになります。ハローワークという正当

なルートでの採用をさらに推進していただくため

に、お祝い金の規制を是非お願いいたします。 

本案に賛成の御意見として承ります。 

引き続き、事業者に対する周知や都道府県労働

局による指導監督等を通じ、より良く機能する

労働市場づくりに向け取り組んでまいります。 
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18 

以下の理由、状況により是非とも指針の改定を行っ

ていただきたい。 

やむを得ず人材紹介業者を活用してはいるが、紹介

される応募者自身は紹介に対して手数料が発生し

ていることの認識がないことが多く、さらに応募者

の採否を決定するにあたり、本来採用となる人材で

あっても紹介手数料が高額であることから不採用

となる場合があり、紹介業者を利用する応募者は不

利である。 

本案に賛成の御意見として承ります。 

厚生労働省としても、各業界で、人材確保が切実

な課題であることや手数料等への負担感がある

ことは、十分認識しているところ、今般、指針改

正等の必要な措置を行います。 

引き続き、事業者に対する周知や都道府県労働

局による指導監督等を通じ、より良く機能する

労働市場づくりに向け取り組んでまいります。 

19 

地方のクリニックの者です。規制強化に賛成です。

クリニックが業者に支払う手数料や、業者が支払う

お祝い金は、元をたどれば診療報酬なので、規制を

強化し、その分をクリニックがスタッフの人件費に

回せるようにしてほしいです。 

本案に賛成の御意見として承ります。 

 

20 

医療・介護といった費用が公定されている業種に携

わる職業については、原則として有料紹介制度自体

の対象外とすべきと考える。よって今回論点となっ

ている就職祝い金なども当然のことながら規制す

るべきと考える。 

医療・介護業界については有料紹介を原則として廃

止することが国民全体の利益に適うと考えるが、昨

今の人材不足や、人員基準を充足するために早急に

特定の職種を補充する必要が生じた医療機関や介

護事業所もあるため、紹介に先立つ職場環境・雇用

本案に賛成の御意見として承ります。 

厚生労働省としても、各業界で、人材確保が切実

な課題であることや手数料等への負担感がある

ことは、十分認識しているところ、今般、指針改

正等の必要な措置を行います。引き続き、事業者

に対する周知や都道府県労働局による指導監督

等を通じ、より良く機能する労働市場づくりに

向け取り組んでまいります。 
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条件の対面確認や就職祝い金廃止の公表等の条件

の下、例外的に職業紹介を認めるべき。優良な紹介

業者のみが生き残れる市場環境を国は早急に整備

することが必要と考える。 

21  

募集情報等提供事業におけるお祝い金規制は医療

等 3分野に限定すべき。 

労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部

会の資料や議事録を見ると、医療・介護・保育 3分

野以外の業種は具体的な議論の対象になっており

ません。集中指導監督の結果も 3 分野のものであ

り、他業種に対する規制の目的と効果が明らかであ

りません。 

規制を行うにあたっては規制の根拠となる明確な

課題や事実が必要であり、今回の部会において医療

等3分野を除く業種についてその根拠が示されたと

は言えないと考えます。将来的に議論をした上で規

制を行うことまでは否定しませんが、少なくとも現

時点では拙速な規制を行うべきではありません。今

回の規制は医療等 3分野に限定し、その他の業種は

改めて規制根拠の確認から行うべきです。 

金銭等の提供が誘引となって、労働者の離転職

及び求人側に事業者へのサービス利用料金の支

払い負担が残されるといった問題や、いわゆる

「成功報酬型（採用課金型）」を採る事業者の中

に、金銭提供によって労働者が事業者に採用報

告するインセンティブを喚起し、もって求人側

からの料金徴収漏れを防止しようとするものが

あるところ、金銭等が伴うことで過度の報告イ

ンセンティブが生じ、労働者からその利用する

複数の募集情報等提供事業者に採用決定の報告

がされ、求人側が当該複数の募集情報等提供事

業者から成功報酬の請求を受けること等に伴う

トラブル（求人側が当該採用と関係があるとの

認識がない事業者からも請求される等。高額な

違約金請求に至るケースも見られる）は、医療等

３分野に限らず生ずる問題です。また、職業紹介

事業について求職者への金銭等提供を原則禁止

した現行指針においても、同様に医療等３分野

に限らず、すべての業種・職種における金銭等提

供を規制対象としています。こうしたことを踏
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まえ、今般の措置についても、労働市場全体に関

わる共通の問題と捉え、医療等３分野に限らず、

すべての業種・職種における金銭等提供を対象

とするものです。 

22 
案に賛成します。医療機関としては非常に助かりま

す。 

本案に賛成の御意見として承ります。 

23  

◆「職業紹介事業の利用に関連して生じる違約金そ

の他これに類するものとして当該事業を利用する

求人者が負担する金銭等」、「募集情報等提供事業の

利用に関連して生じる料金、違約金その他これに類

するものとして当該事業を利用する労働者の募集

を行う者が負担する金銭等」とあるが、特に「違約

金」の外延が不明瞭であるところ、該当するものの

具体例や、より分かりやすい定義なども示していた

だきたい。 

◆「当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する条件

及び解除方法」とあるが、 

(1)「金額」については、その算出方法を明示するこ

とでも、明示義務の履行として足りると考えてよい

か。 

(2)「解除方法」とは何か。職業紹介又は募集情報等

提供に係るサービス等を利用する際の契約そのも

のの解除方法のことでよいか。 

違約金明示における「違約金」の定義について

は、本指針の改正は事業の利用に関連して生じ

る金銭で、当該事業を利用する求人者・募集者が

負担するものについてあらかじめ誤解が生じな

いよう明示することを定めるものであり、「違約

金」といった名称はあくまで例示になります。金

額については、具体的な額があらかじめ定まっ

ていない場合においては、お尋ねのような算定

方法を示すことにより、求人者・募集者が後々思

いがけない請求を受けることのないような形で

明示していただくことは可能です。「解除方法」

については、当該利用に係る契約の解除方法を

指します。こうした違約金や解除方法に限らず、

それらを含む契約の内容について、求人者・募集

者に分かりやすく誤解が生じないよう明示する

ことが求められます。こうした点の周知につい

てはリーフレット等で行ってまいります。 

24  ◆募集情報等提供事業におけるお祝い金の禁止に 本指針の改正で禁止されるのは、お祝い金その
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ついて、施行期日以降禁じられるのは、金銭等の支

払い行為そのものという理解でよいか。例えば、お

祝い金の対象になる行為を求職者が行ったのが施

行期日前であっても、それへのお祝い金の支払いを

施行期日後に行うのは、今般の改正によって禁じら

れるという理解でよいか。 

他これに類する名目で社会通念上相当と認めら

れる程度を超えて金銭等を提供することであ

り、こうした提供行為を本改正案の施行期日以

降に行うことは禁止されます。 

25 

「就職お祝い金」を紹介業者や情報提供業者が求職

者に支払うための原資は、医療機関がこれらの業者

に支払う紹介手数料です。本来、この手数料は医療

従事者の給与に充てられるべき診療報酬が使われ

ていると考えます。また、このお祝い金をめぐるト

ラブルが多数発生しており、多くの医療機関が困っ

ています。したがって、就職お祝い金の支払いは禁

止すべきです。 

さらに、業者がこの禁止措置により減少した収益

を、紹介手数料の引き上げで補填しようとする可能

性があります。国には、この点をしっかり監視し、

不当な手数料の引き上げが行われないようにして

いただきたいと思います。 

本案に賛成の御意見として承ります。 

厚生労働省としても、各業界で、人材確保が切実

な課題であることや手数料等への負担感がある

ことは、十分認識しているところ、今般、指針改

正等の必要な措置を行います。引き続き、事業者

に対する周知や都道府県労働局による指導監督

等を通じ、より良く機能する労働市場づくりに

向け取り組んでまいります。 

26 

業者の仲介手数料は高額で医療機関では経営圧迫

する要因となっています。お祝い金の廃止と仲介手

数料の適正化が必要と考える。 

また、国には公定価格で料金が決められている分野

（医療機関や介護施設、保育士等）の人材確保のた

本案に賛成の御意見として承ります。 

今般の措置では本指針の改正等に加え、ハロー

ワークの機能強化（医療・介護・保育分野等での

人材確保を支援する専門窓口の体制整備、ハロ

ーワークインターネットサービスの操作性の改
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めハローワークの機能強化を求める。 善などオンラインサービスの充実、求人充足と

職場定着のための雇用管理改善の支援等）を行

い、公的部門における更なる職業紹介機能の強

化を図ります。 

27 

募集情報等提供事業における金銭等の提供の原則

禁止の検討に当たり、成果報酬型求人サイトに関す

る実態調査が不十分であり以下の課題があったと

認識。以降の制度設計に関しては考慮するよう要望

する。  

・５月 29日の需給制度部会において複数委員か

ら、職業紹介事業と募集情報等提供事業の事業

形態が異なるため直ちに同様の規制を行うこと

は適切でない点や、ビジネスモデルや求職者・求

人者への影響等の実態把握を図る点についての

指摘があるが、そうした実態の議論がされず急

遽 7月 24日の同部会に規制案が示されたのは拙

速。 

・お祝い金等に対する不満や課題等の資料が示

される一方、お祝い金等を提供する募集情報等

提供事業者のビジネスモデルや求職者・求人者

への影響といった実態の資料はなく、一方の主

張のみに依拠しており公平性を欠くのではない

か。 

・離転職を誘引する要因としてお祝い金等を議

募集情報等提供事業については、令和４年の法

改正による一部届出制の導入や事業概況報告書

の提出など、その担う労働力需給調整機能や労

働市場への影響等を踏まえた対応を求める中

で、また、都道府県労働局における相談対応等を

通じ、様々なビジネスモデルや労働者への金銭

提供の実態、求人者・求職者への影響等について

把握しており、5月 29日の労働力需給制度部会

で示された委員の視点も踏まえて、これらを整

理し、議論に供しています。また、職業紹介事業

に係る指導監督におけるお祝い金の指導状況

（態様や金額）についても報告しています。公益

代表・労働者代表・使用者代表から構成される労

働政策審議会では、提出資料等も踏まえ、全体状

況や個々の論点を十分把握・承知した上で幅広

い見地から議論・検討を行い、本件措置を含む追

加的対応策をとりまとめたところです。 

なお、今般の追加的対応策は、労働市場に現に生

じている問題（職業紹介事業におけるのと同様

の問題や募集情報等提供事業ならではの問題）
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論するにも関わらず、どういった金額が離転職

を誘引するのかとのデータ等は示された形跡が

なく、十分な判断材料が委員に提供されていな

いのではないか。適切なデータに基づき議論さ

れるべき。 

・本パブリックコメントの締切日より前に、改正

告示案が労働政策審議会需給制度部会に諮問さ

れた。部会ではパブリックコメントでの意見も

踏まえた上で審議いただきたく、適切な運営を

強く要望。 

に対処し、求人者・求職者が安心して雇用仲介業

を利用できるようにするために必要な措置を講

ずるものであり、それを超えて職業紹介事業と

同様の規制を募集情報等提供事業について行う

ものではありません。 

パブリックコメントと審議会については、その

先後関係に特段の決まりはなく、厚生労働省に

おいて、提出された意見や、審議内容・結論等を

考慮することとなります。 

28 

「職業紹介事業及び募集情報等提供事業の利用料

金・違約金明示」については賛成。なお、改正の概

要に記載の「③採用された労働者が金銭等の誘因か

ら、複数の募集情報等提供事業者に対して採用決定

の報告をすることが原因となって、募集主が複数の

募集情報等提供事業者から成功報酬の請求を受け

る等のトラブルが発生している」について、個社の

視点から補足すると以下のとおり。 

（責任の所在） 

・本議論には、求人者に対して過保護と思われる

記述がある。求人者は重複請求を避けることが自

らの努力で可能であり、優良企業では当然に、利

用段階での事業者との条件交渉や応募者の経路

確認など重複請求を避ける手段を講じている。本

本案に賛成の御意見として承ります。 

職業安定法は、募集情報等提供事業を含む雇用

仲介業が労働力需給の適正かつ円滑な調整に果

たすべき役割に鑑み、その適正な運営を確保す

ること等を目的としているところ、違約金請求

に係るトラブル等により求人者が安心して雇用

仲介業を利用できない状況に対応し、また、事業

者・求人者間のトラブルを防止するため、今般、

指針改正等により必要な措置を講ずるもので

す。引き続き、都道府県労働局による相談対応や

指導監督等に取り組んでまいります。 
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トラブルについては、求人者が自らの責任におい

て招いているトラブルであることを前提として

規制を考えるべき。 

（求人事業者にルールを課す場合） 

・重複請求に関する責任の所在は本来的に求人者

にある。しかしながら、成果報酬型求人サイトの

ユーザーには小規模事業者が多い実態を鑑みて、

求人事業者にもルールの明示や、業界内で自主的

な共通ルールを策定していくことは、業界の改善

に寄与すると考える。 

・重複応募があった場合の判断に解釈の余地のない

業界ルールを政府がガイドラインとして設定する

ことは、望ましいと考える。 

29 

①違約金の最大限度（紹介手数料の２倍）を設定し

ていただきたい。 

②「人材データベースシステム」は時間と労力と資

質を省いた求人紹介であり、違約金についても、こ

の時間と労力、紹介手数料に照らしあわせて設定す

ることが適切であると考える。 

③人を介する「職業紹介」業者は、求職者に直接会

って人格や経歴などを確認してから求人者に紹介

するので、時間と労力をかけている。その時間と労

力が紹介手数料に反映されていると考える。 

※事業者の法人規模、経営状態に応じて、違約金に

複数の事業者から成功報酬の請求を受けること

等に伴うトラブルは、労働者への金銭等提供に

よって生じる過度の報告インセンティブが原因

となっていると考えております。（金銭等提供に

よる転職の誘引、求人側に残される成功報酬の

支払い負担といった問題も生じています。） 

募集情報等提供事業について講ずるお祝い金規

制と併せ、今般の指針改正では、違約金等を想定

するのであれば、その金額・条件・内容につい

て、誤解が生じないよう、予め明確に書面やメー

ル等で示すよう、求めることとしております。 
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差が生じるという事例もある。 

④人を介する「職業紹介」、募集情報等を提供する

「求人メディア型」「人材データベース型」の大きく

３つに分けられるが、違約金もこれに応じる形で違

約金の金額、最大限度も分けて設定していただきた

い。 

⑤採用の管理責任については、求人者に一方的に負

わせるものではなく、人材データベースを管理する

業者も責任を負うべきと考える。現在のシステム

は、求人者が人材データベースの管理業者に報告を

しない限り、請求書が発行されないシステムであ

る。管理業者は、求職者の情報を管理しているので

求職者からの報告をもとに請求書を発行するよう

に仕組みを変えるべきではないか。 

これによって、求人者は支払漏れを防ぐことができ

るだけでなく、過度な違約金を請求される事態を避

けることができる。 

⑥入職後の資格取得に対する違約金は、違約金の条

項から外してほしい。 

個人からの自己申告になるので、法人では把握しき

れないこともあるため。 

⑦高額違約金発生事例と当該防止対策の公表義務

化 

上記⑥までの対策を取ったとしても同一法人で複

請求トラブルの事例は、苦情・相談窓口等におい

て幅広く承知しており、事例集にまとめて労働

力需給制度部会での議論に供し、それらを踏ま

えて今般の措置を講ずるに至ったものです。 

引き続き、事業者に対する周知や都道府県労働

局による指導監督等を通じ、より良く機能する

労働市場づくりに向け取り組んでまいります。 
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数事例が発生することで高額違約金（１００万円

超）となる可能性はある。大事なのは二度と起きな

いこと。一度で止める努力。 

こうした事例は本来、紹介事業者も望んでいないこ

とと思われるので、自らサービスの利用者に防止対

策も含めて、HPで起きた事例についてなぜ起きたの

かとその対策を公表することで対応可能と考える。

これが健全な事業者のあるべき姿勢ではないか。 

30  

◆職業紹介の紹介手数料やこれに関連するサービ

スの対価は、「職業紹介事業の利用に関連して生じ

る違約金その他これに類するものとして当該事業

を利用する求人者が負担する金銭等」に含まれない

という理解でよいか、ご教示いただきたい。 

 

職業紹介事業においては、既に法律により、紹介

手数料について明示義務が課されています。し

たがって、本指針改正により新たに明示の対象

となるものは、紹介手数料以外に職業紹介事業

の利用に関連して求人者が負担する金銭等（例

えば、違約金その他これに類するもの）について

です。 

31  

◆職業紹介サービスなどの利用申込みをインター

ネット上で受け付ける場合、インターネット上で公

表している利用規約（違約金の定めを含む）をウェ

ブ上で閲覧、同意してもらったうえで、ウェブ上で

申込手続きを完了させるという申込受付方法があ

るが、このような利用規約の閲覧方法は、「当該求人

者に分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又

は電子メールその他の適切な方法により、あらかじ

め当該求人者に対し誤解が生じないよう明示する

明示に用いた文面と同じものを、契約締結後に

募集主が確認できる必要があります。例えば、職

業紹介事業者が求人者に対し、①単にホームペ

ージの該当箇所を教示する、②ホームページ上

で規約自体をスクロールで確認させ、同意ボタ

ンを押すよう求める、といった方法のみでは、求

人者が同一文面を再読できない可能性があり、

後々のトラブルの原因となるおそれがあること

から、個々の事案において判断するものであり
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こと」という要件を満たし本改正案に違反しない

か、ご教示いただきたい。 

また、上記方法では上記要件を満たさない場合であ

っても、利用申込みを受け付けた後に、当該求人事

業者に対して、インターネット上で公表している利

用規約のリンクを記載したメールを送る方法であ

れば、上記要件を満たし本改正案に違反しないか、

ご教示いただきたい。 

ますが、お尋ねのような方法を拝見する限り、適

切な方法で明示しているとは言えないと考えら

れます。 

現在生じている請求に係るトラブル等を防止し

ていくためには、分かりやすく明瞭かつ正確に

記載したものを用いて、あらかじめ誤解が生じ

ないように明示していただくことが大変重要と

なります。 

このため、対面での説明の場合は、特に違約金等

について、分かりやすく明瞭かつ正確に記載し

た書面を手交し、非対面での説明の場合は、分か

りやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子

メールを送付するといった方法を基本とし、そ

れ以外であってもこれと同等の効果をもたらす

ものと言える方法で行っていただくよう、お願

い致します。 

32  

◆スポットワークのマッチングサービスでは、求人

者が求職者の応募に対して採用拒絶を行った際に、

その拒絶の時期等に応じて、当該求人者が採用拒絶

をされた求職者に対して一定の補償を支払う場合

があることとされているものがある。 

このような補償は、職業紹介事業者に向けてなされ

るものではなく、求職者の保護のために設けている

ものであるが、これについても、「職業紹介事業の利

本指針の改正は職業紹介事業の利用に関連して

生じる金銭で、当該事業を利用する求人者が負

担するものについてあらかじめ明示するよう定

めるものであるため、名称を問わず当該事業を

利用する際に求人者が負担するものであれば明

示の対象となります。 

このため、個々の事案において判断するもので

ありますが、いただいた情報を拝見する限りで



 

26 

 

用に関連して生じる違約金その他これに類するも

のとして当該事業を利用する求人者が負担する金

銭等」に当たるのか。該当しないと考えているが、

念のためご教示いただきたい。 

また、仮に該当する場合について、以下の点も確認

したい。採用拒絶を行ったからといって必ずしも当

該補償が生じるものではなく、また補償が生じる場

合であっても、その具体的な補償額は、採用拒絶を

行った時期や当該案件の賃金額など個別の事案に

よって異なり、あらかじめ具体的な金額を示すこと

が難しいが、そういった場合でも、補償が生じる場

合の上限額を示せば、金額の明示としては足りると

考えてよいか、ご教示いただきたい。 

は、お尋ねのものは明示の対象になるものと考

えられます。 

この明示は、請求トラブル等を防止するため、あ

らかじめ求人者に対して誤解が生じないよう行

っていただくものであり、その趣旨を踏まえれ

ば、お尋ねのケースについては、具体的な金額の

上限や算定方法等を示すことにより、求人者が

後々思いがけない請求を受けることのないよう

な形で行っていただくよう、お願い致します。 
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今般、職業安定法指針の改正により、募集情報等提

供事業者による金銭等提供が禁止されるのは、妥当

と思います。 

（理由） 

 従来から、職業紹介事業者だけが金銭等の提供が

禁止されており、さらに、今般、職業紹介事業者に

は金銭等提供の禁止が許可条件とされる中で、人材

サービス事業者間の健全な競争が阻害されるおそ

れがあります。 

 今般の改正により、募集情報等提供事業者にも指

針で同様の規制がかかりますので、職業紹介事業者

本案に賛成の御意見として承ります。 

「社会通念上相当と認められる程度」に係る判

断については、これまでの職業紹介事業におけ

る金銭等提供の禁止に係る判断方法（総合判断）

を踏襲することになります。すなわち、提供され

る金銭等の趣旨だけでなく、額や経済価値、提供

手法、その有する離転職誘引効果、料金請求等に

係るトラブルが生じやすい又は生じてきた形態

かどうかなど、労働市場への影響にかんがみ、総

合判断することとなります。 
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の納得感は高まるものと思われます。 

 なお、要望ですが、「社会通念上相当と認められる

程度」の解釈について、２つの例を挙げていただい

ていますが、さらに Q＆A などで、できるだけ多く

の例示をお願いします。 

34  

本指針の改正案に賛成する。違反者に対しては行政

指導を強化し、実効性のある適切な運用を求めた

い。また、施行後も募集情報等提供事業者によるお

祝い金禁止や紹介手数料の見える化の実効性が挙

がっているか状況をフォローし、効果が挙がらなけ

れば省令に格上げするなど、その結果に基づき不断

の制度見直しを講じていくべきである。 

本案に賛成の御意見として承ります。 

事業者に対する周知や都道府県労働局による指

導監督等を通じ、より良く機能する労働市場づ

くりに向け取り組んでまいります。 

35 

【募集情報等提供事業者による金銭等提供の禁止

案に対する意見】 

インターネットの普及により令和 4 年 10 月から雇

用仲介事業のうち募集情報等提供事業が職業安定

法の規制対象となり、医療・福祉分野の入職経路（新

卒以外）の上位は、求人メディア広告（募集情報等

提供事業など）、ハローワーク、職業紹介であると厚

生労働省から報告されています。 

令和 6年 7月、労働政策審議会職業安定分科会労働

力需給制度部会において、募集情報等提供事業者か

ら求職者（労働者になろうとする者等）への金銭提

供、都道府県労働局に寄せられたお祝い金提供等の

本案に賛成の御意見として承ります。 

事業者に対する周知や都道府県労働局による指

導監督等を通じ、より良く機能する労働市場づ

くりに向け取り組んでまいります。 
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相談事例が報告されています。 

上記のとおり医療・福祉分野の入職経路の上位が募

集情報提供事業者等の求人メディアとなっている

ことから、募集情報等提供事業者によるお祝い金等

の提供の禁止について、有料職業紹介事業に準じた

内容である本改正案に賛成します。 

【職業紹介事業及び募集情報等提供事業の利用料

金・違約金明示案に対する意見】 

職業紹介事業及び募集情報等提供事業において、そ

の事業を利用する求人者の利用料金及び違約金等

の金銭負担について、求人者のみならず求職者にも

分かりやすく明記、明示されることにより、関係者

の理解が深まり、トラブルの未然防止につながると

考えます。以上のことより本改正案に賛成します。 

36 

職業安定法指針の改正で募集情報等提供事業者に

よる金銭等提供が禁止は妥当であると考えます。 

○理由 1 

既に職業紹介事業者は金銭等提供が禁止されてい

る。募集情報等提供事業者と人材サービス事業者間

のルールを同一化することで、健全な協調・競争が

行われることを期待します。 

○理由 2 

採用された労働者が金銭等の誘因から、複数の募集

情報等提供事業者に対して採用決定の報告をする

本案に賛成の御意見として承ります。 
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ことが発生して、求職市場のバランスと秩序が乱さ

れます。職業紹介事業者、募集情報等提供事業者他

募集を行う全てが金銭等を提供することによって、

利用の勧奨を行ってはならないと考えます。 

37  

アルバイトは求職者・求人企業共に長期雇用を前提

としておらず、働き方や職場変更への考え方が正社

員と大きく異なり、「転職」という概念が馴染まな

い。また正社員とアルバイトで採用単価に約 20 倍

の開きがあり、事業者がお祝い金にかけられるコス

トに大きな差があり、構造的に多額のお祝い金によ

る過度な転職勧奨を行えない。よって、アルバイト

等の非正規雇用は規制の大前提となる課題（過度な

離転職の誘引）が存在せず、規制は不要。アルバイ

ト等は女性・シニア等社会的・経済的弱者が多く、

受給者の約 6割はお祝い金を生活費に充てており、

必要性の乏しい規制により収入の一つを断つこと

はデメリットがメリットを上回ると考える。 

アルバイト等の労働者についても、金銭等の提

供を受けた時点での早期離職、及び、求人側に事

業者への料金支払い負担が残されるといった問

題が生じることに変わりはなく、求人側が支払

う料金を原資として、これらの問題を生じる金

銭提供が一部事業者で行われていると承知して

います。 

同じ問題に対処するため、職業紹介事業におい

ては、アルバイト等の労働者であるかどうかに

関わらず、金銭等の提供を原則禁止しています。

（今般、これを職業紹介事業の許可条件とし、違

反には更に厳しく対応することとします。） 

雇用仲介業は、労働力の需給調整機関であり、そ

の本来の役割は、求人側から良い勤務条件を提

示してもらい、そうした職に労働者が就けるよ

うにするものです。このため、入社時のボーナス

なども含め、賃金面などで労働者にとって魅力

ある条件を提示できる募集主を確保いただくこ

とは、引き続き可能であり、期待されるところで

すが、仲介機関である事業者が金銭等を提供す
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ることについては、上記のような、労働市場にお

いて生じている問題にかんがみ規制するもので

す。 

38  

募集情報等提供事業では、お祝い金は求職者へのイ

ンセンティブだけでなく、採用課金型サービスにお

ける不備・不正検知の機能も果たしている。また採

用課金型サービスは「掲載無料・採用時のみ費用発

生」との特性から、特に採用費の掛け捨てリスクを

負えない小規模事業者や採用が難しく長期の求人

掲載が必要な店舗・職種等が多く利用。金銭等の提

供の原則禁止により確認機能が失われ、多くの採用

課金型事業者は掲載課金型や職業紹介事業への移

行、これに伴う掛け捨てリスクの発生や業務量増加

による大幅な値上げが想定され、顧客である小規模

事業者は、採用費の大幅増加、経営圧迫につながり

かねない。この事態を避けるため、転職を誘引せず

かつ採用課金型モデルの成立に必要な水準の金銭

等の提供は許容されるべき。 

（例 アルバイト求人事業の採用課金型モデル

の成立には最低でも 5千円～1万円程度のお祝

い金が必要。この水準であれば離転職の誘引も

生じないと考える。 

転職活動に要する交通費、要する時間を時給換

算した額の合計に満たない額（1万円程度）） 

募集情報等提供事業における労働者への金銭等

提供の原則禁止は、金銭等の提供が誘引となっ

て、労働者の離転職及び求人側に事業者へのサ

ービス利用料金の支払い負担が残されるといっ

た問題のほか、いわゆる「成功報酬型（採用課金

型）」を採る事業者の中に、金銭提供によって労

働者が事業者に採用報告するインセンティブを

喚起し、もって求人側からの料金徴収漏れを防

止しようとするものがあるところ、金銭等が伴

うことで過度の報告インセンティブが生じ、労

働者からその利用する複数の募集情報等提供事

業者に採用決定の報告がされ、求人側が当該複

数の募集情報等提供事業者から成功報酬の請求

を受けること等に伴うトラブル（求人側が当該

採用と関係があるとの認識がない事業者からも

請求される等。高額な違約金請求に至るケース

も見られる）が発生していること等を踏まえ、講

ずることとしたものです。 

請求トラブルや、早期離職に伴う問題により、採

用コストの負担に苦慮する求人側が安心して雇

用仲介業を利用できない状況は、労働市場にと
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募集情報等提供事業における金銭等の提供の原則

禁止について、金銭等の提供はビジネスモデルの成

立に深く関わる要素であり、職業紹介事業への移行

（許可の取得）や採用課金型の廃止といった大きな

意思決定を伴う事業方針の検討、顧客や投資家への

説明、契約書・規約等の法的文書作成、システム改

修といった様々な対応が必要であり、2025年４月 1

日までに全て対応することは難易度高いため、本規

制の適用にあたっては1年以上の準備期間を設ける

ことを要望する。 

って重大な問題だと認識しており、成功報酬型

（採用課金型）のサービスなど募集情報等提供

事業を安心して利用できるようにするために、

必要な措置だと考えております。 

労働者への金銭提供に拠らずに、成功報酬型（採

用課金型）のサービスを行う募集情報等提供事

業者は多くあり、求人側の不備・不正の防止を含

めた様々な徴収確保策の下、特段高いサービス

価格とならずに、成功報酬型（採用課金型）で事

業を行っているものと認識しております。今般

の措置による規制対象とするのは、募集情報等

提供事業における労働者への金銭等の提供行為

であり、今般の措置によって、労働者への金銭等

の提供を伴わない形で行われる成功報酬型（採

用課金型）のサービス提供自体を禁止等するも

のではありません。 

ご指摘の金額（5千円～1万円程度）は、現在も

提供されている水準であると認識しているとこ

ろ、今回の措置が、それによって労働市場に生じ

ている上記の諸問題に対処し、求人者・求職者が

安心して雇用仲介業を利用できるようにするた

めの措置であることに照らせば、ご指摘のよう

な金額であるからといって許容することはでき

ないことをご理解ください。 
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施行日については、現に生じている問題への早

急な対処が必要である中にあっても、事業者の

方への周知等の期間を考慮して、令和７年４月

１日とするものであり、ご理解いただけるよう、

お願い致します。 

39 

募集情報等提供事業における金銭等の提供の原則

禁止より特に大きな影響を受ける採用課金型サー

ビスを提供する事業者及び同サービスを利用する

求人企業からの積極的な意見聴取がなされていな

いと思われること、本パブリックコメントの締切日

より前に改正告示案が労働政策審議会需給制度部

会に諮問されたことから、本案の検討プロセスには

不十分な点があったと考える。これらを踏まえ、求

人活動のDXに伴う求人業界の健全な発展を目指し、

諸問題の調査・研究、対策の検討、及び新しいガイ

ドラインの策定を行う団体を設立したので、審議会

において当該団体として意見陳述の機会をいただ

くこと、パブリックコメントでの意見も踏まえた上

で審議を行うことを強く要望する。 

募集情報等提供事業については、令和４年の法

改正による一部届出制の導入や事業概況報告書

の提出など、その担う労働力需給調整機能や労

働市場への影響等を踏まえた対応を求める中

で、また、都道府県労働局における相談対応等を

通じ、様々なビジネスモデルや労働者への金銭

提供の実態、求人者・求職者への影響等について

把握しており、これらを整理し、議論に供してい

ます。公益代表・労働者代表・使用者代表から構

成される労働政策審議会では、提出資料等も踏

まえ、全体状況や個々の論点を十分把握・承知し

た上で幅広い見地から議論・検討を行い、本件措

置を含む追加的対応策をとりまとめたところで

す。 

パブリックコメントと審議会については、その

先後関係に特段の決まりはなく、厚生労働省に

おいて、提出された意見や、審議内容・結論等を

考慮することとなります。 

40 募集情報等提供事業者のサイトでは、一定の採用費 募集情報等提供事業における労働者への金銭等
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で採用できること、紹介事業者より採用単価を抑え

ることは大変メリットであり、有効に利用させてい

ただいております。紹介事業者のようなアドバイザ

ーがいる環境であると料率の高い求人に誘導され

ることはありますが、それと異なり、WEB上で多く

の求人から求職者が自身で選択しているため、1万

円前後の金銭等の提供（就職支援金）が、離転職を

促す要因となると感じたことや求職者からそのよ

うな話を聞いたことは一度もありません。そのた

め、誘引に値しないと考えられる金額(1 万円前後)

については適用除外として問題ないと考えます。 

提供の原則禁止は、金銭等の提供が誘引となっ

て、労働者の離転職及び求人側に事業者へのサ

ービス利用料金の支払い負担が残されるといっ

た問題のほか、いわゆる「成功報酬型（採用課金

型）」を採る事業者の中に、金銭提供によって労

働者が事業者に採用報告するインセンティブを

喚起し、もって求人側からの料金徴収漏れを防

止しようとするものがあるところ、金銭等が伴

うことで過度の報告インセンティブが生じ、労

働者からその利用する複数の募集情報等提供事

業者に採用決定の報告がされ、求人側が当該複

数の募集情報等提供事業者から成功報酬の請求

を受けること等に伴うトラブル（求人側が当該

採用と関係があるとの認識がない事業者からも

請求される等。高額な違約金請求に至るケース

も見られる）が発生していること等を踏まえ、講

ずることとしたものです。 

請求トラブルや、早期離職に伴う問題により、採

用コストの負担に苦慮する求人側が安心して雇

用仲介業を利用できない状況は、労働市場にと

って重大な問題だと認識しており、成功報酬型

（採用課金型）のサービスなど募集情報等提供

事業を安心して利用できるようにするために、

必要な措置だと考えております。 
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ご指摘の金額（1万円前後）は、現在も提供され

ている水準であると認識しているところ、今回

の措置が、それによって労働市場に生じている

上記の諸問題に対処し、求人者・求職者が安心し

て雇用仲介業を利用できるようにするための措

置であることに照らせば、ご指摘のような金額

であるからといって許容することはできないこ

とをご理解ください。 

労働者への金銭提供に拠らずに、成功報酬型（採

用課金型）のサービスを行う募集情報等提供事

業者は多くあり、求人側の不備・不正の防止を含

めた様々な徴収確保策の下、特段高いサービス

価格とならずに、成功報酬型（採用課金型）で事

業を行っているものと認識しております。今般

の措置による規制対象とするのは、募集情報等

提供事業における労働者への金銭等の提供行為

であり、今般の措置によって、労働者への金銭等

の提供を伴わない形で行われる成功報酬型（採

用課金型）のサービス提供自体を禁止等するも

のではありません。 

41 

ハローワークを利用しない求職者が大半のなか、採

用の大半を占めている紹介業者のなかに少なから

ず悪質な業者がはびこっている現状に大きな危機

感を感じている。 

本案に賛成の御意見として承ります。 

事業者に対する周知や都道府県労働局による指

導監督等を通じ、より良く機能する労働市場づ

くりに向け取り組んでまいります。 
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また、社会保障を担う事業者として、税や保険料な

ど公的な財源を収入の主軸としているが、この財源

の大半が紹介業者に流れており、実際に利益より多

いことに大きな矛盾と憤りを感じている。我々は配

置基準があることにより、必要人員に関しては絶対

に充足させなければならず業者を頼らなければな

らない実情も申し添える。以上より、この度の法改

正には大いに賛成。むしろもっと厳しい規制をかけ

て、悪徳な業者がはびこることができないようにな

ることを強く要望。また、この度の強化だけでなく、

悪徳な業者を公表するなどのもっと積極的な施策

をお願いしたい。 

42 

新聞の折り込み広告に始まり求人情報誌など紙ベ

ースの求人活動の時代から、インターネット、スマ

ートフォン等の普及により「募集情報等提供事業

者」が運営する求人情報サイトが一般的になりまし

た。 

 そうしたサイトは、掲載に係る諸費用はあるもの

の、かつての新聞折込広告と同様に、求人情報を見

た求職者から直接問い合わせがあり、その後面接等

を経て採用できたとしても、特に成功報酬などが発

生するものではありません。 

 こうした適正な諸費用で運営している募集情報

等提供事業者についてまで規制を受けてしまうこ

募集情報等提供事業者が労働者に対して行う金

銭等の提供については、その趣旨・目的・態様は

様々なものがあるとしても、労働市場に与える

影響という観点から見ると、課金形態に依らず、

労働者の行動選択に影響を与え、金銭等の誘因

による離転職や求人側の負担など、適正な労働

力需給調整機能への望ましくない影響があると

考えております。労働者になろうとする者に対

する募集情報等提供事業の利用の勧奨について

は、労働者になろうとする者が希望する地域に

おいてその能力に適合する職業に就くことがで

きるよう、募集情報等提供事業の質を向上させ、
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とは、私たち法人施設としては本意ではありませ

ん。 

これを訴求することによって行うべきものであ

り、労働者になろうとする者に対して金銭等を

提供することにより募集情報等提供事業の利用

の勧奨を行うことが好ましくないことは、成功

報酬型以外の募集情報等提供事業についても当

てはまるものと考えております。 

労働市場が適切に機能するためには、人と仕事

を結びつける雇用仲介業について、求人者・求職

者双方が、安心・納得してこれを利用できること

が重要であり、早期離職や求人者の負担、請求ト

ラブル等が生じている中にあっては、必要な措

置であることをご理解いただきたいと考えてお

ります。 

43 

退職勧奨の上位とも言える悪質な事例として、 

有料職業紹介事業者が、いわゆる退職代行サービス

と連動しているケースがある。 

・退職代行サービスの利用後に有料職業紹介で就職

した場合に退職代行サービスの利用料をキャッシ

ュバックしている例 

・有料職業紹介で就職紹介後に退職代行サービスで

退職実務に関与し、再紹介を繰り返す例 

これらは退職勧奨の領域にとどまらず、退職の実行

に自ら強く関与しているものであり、 退職勧奨の

上位に該当する悪質行為である。 

引き続き、事業者に対する周知や都道府県労働

局による指導監督等を通じ、より良く機能する

労働市場づくりに向け取り組んでまいります。 
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ついてはこれらが表面上別会社となっている場合

も含め、 有料職業紹介事業者がいわゆる退職代行

サービス と連動することを強く禁止することが必

要であると考える。 

※上記のほか、１件の今回の意見募集に関係ない御意見をいただきました。 


